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概　要
流山市が設置した北部中学校に就学している生徒の内、東深井中学校区域、常盤松中学校区域の一部に在住し、通学区域外から就学している生徒が多いことから、通学区域を検討するために、学校規模、通学距離、通学経路、地域コミュニティ等を踏まえて、通学区域を変更する場合は、「流山
市立小学校及び中学校通学区域規則」を改正するものである。

市民参加の実施
結果を踏まえた
担当課の意見

北部中学校に就学する生徒の通学区域の一部を見直しをするにあたり通学区域を変更する区域の児童の保護者及び住民に説明会を開催し、教育委員会の案を説明し、保護者等の意見、要望を聞くことができた。

市民参加の方法を選択
した理由・実施時期（流
れ）を選択した理由

（審議会）
・通学区域は、学校規模、通学距離、通学経路についての規定や指針、地域コミュニティの考え方などの様々な専門的な見地からの審議や意見を取り入れることとされていることから、学校長、ＰTA,,地域の状況を良く把握している方々を委員として、審議や意見を聴取する必要があるため。

（意見交換会）
・指定区域の見直しを検討している区域について、保護者との意見交換をすることにより教育委員会の考えを伝えることができ、また、保護者の率直な意見を聴取することができると考えたため。

担当課（　学校教育課　）

２　市民参加の手続　実施結果について

市が考える
市民等への影響

<メリット>
・流山市立中学校の指定区域が決まることにより,就学する生徒の適正な教育環境が確保される。
・生徒が安心して通学ができる環境を整備できる。

<デメリット>
名　称 流山市立小学校及び中学校通学区域規則の改正

通　称 北部中学校通学区域の変更について

結果（途中・終了）
平成27年4月1日時点



（２）実施された市民参加の流れ ＊継続的なもの

11/11(通知） 12/16(審議会） 3/23(審議会）

審議会の会議録等公表

1/7,1/8（自治会説明） 2/28

(4校説明会）

開催日等公表

１月 ２月 ３月

審議会

意見交換（説明会）

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
市民参加の手法

平成２６年度

４月 ５月 ６月


